
Ⅰ　調達件名
埼玉県済生会加須病院における静的量的視野計一式の調達

Ⅱ　品名及び数量
静的量的視野計一式

　【機器構成内訳】

1-1 自動視野計本体　HFAⅢ/840 １台
1-2 モーターテーブル １台
1-3 外部保存媒体 １台
1-4 昇圧トランス １本
2 ネットワーク接続費用 １式

Ⅲ　仕様
　　（１）　　装置の条件等

ア　据付にあたっては、地震時の転倒、横滑り防止の措置を行うこと。
イ　本装置の据付、運転及び調整については、予め当院担当者と協議して据付場
　　 所のスペース及び必要設備等を確認し、定めた期日までに行うこと。
ウ　機器の無償保証期間は、納入検査完了日から１年間とする。
エ　機器設置後、機器の使用方法及び装置の保守、教育や検討について、納入
　　 期限までに通常稼働できるよう随時対応すること。
オ　納入後の故障に対しては、迅速な修復が可能な体制を有すること。
カ　納入後においても、装置に必要な消耗品及び物品の安定供給が確保
     されること。

　　（２）　　機器仕様
別紙「調達物品に備えるべき技術要件」のとおり

Ⅳ　納入期限 2025年3月31日まで

Ⅴ　納入場所
埼玉県済生会加須病院

Ⅵ　その他
　　（１）　　物品の搬入にあたっては、下記の事項に留意すること。

ア　搬入経路の天井、出入り口の高さ、幅を事前に確認し計画を立て搬入すること。
イ　機器の搬入及び据付に必要な箇所の養生を行うこと。また、その費用（材料、
　　 敷設及び撤去）は落札者の負担とすること。
ウ　患者の安全確保を図るほか、病院運営に支障をきたさないこと。

連絡先 埼玉県済生会加須病院
埼玉県加須市上高柳1680番地
電話0480-53-5918

仕　　　　　様　　　　　書
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調達物品に備えるべき技術要件

Ⅰ.　性能、機能要件
技術要件の機器を納入すること。

　1.　　構成内訳
1-1 自動視野計　自動視野計本体　HFAⅢ/840

1-1-1 検者の熟練度に左右されない客観的・再現性のある検査結果が得られること。
1-1-2 各種疾患に対応した検査プログラムの選択が可能であること。
1-1-3 検査結果を本体ハードディスクに記憶出来ること。
1-1-4 データベース保護のため、ハードディスクの内容を外部保存媒体に記憶出来ること。
1-1-5 診断補助のための統計解析が臨床現場で行えること。
1-1-6 1-5に適応した統計解析ソフトを標準装備していること。
1-1-7 緑内障性視野欠損の進行の有無を判別するソフトを標準装備していること。
1-1-8 操作は画面に直接指で触れて行うタッチスクリーン方式を採用しており、

初めて扱う被検者でも簡単に操作できること。
1-2 モーターテーブル

1-2-1 患者の体躯に合わせてテーブルの上下が電動で調節可能であること。
1-2-2 車椅子患者がそのまま利用できる設計を有していること。
1-2-3 長時間の視野検査に耐えられるよう姿勢が楽に保持できる設計を採用していること

1-3 外部保存媒体
1-3-1 自動視野計に対応した記憶媒体であること。

1-4 昇圧トランス
1-4-1 自動視野計本体に必要・使用可能なトランスであること。

2 ネットワーク接続費用
2-1 当院の電子カルテに連携できるよう整備すること。
2-2 連携に必要な消耗品・事務用品・その他費用は全て含むこと。
2-3 使用してから通常稼働までのフォロー体制を有すること。

　2.　　設置条件

1-1

1-2

1-3

1-4

Ⅱ.　性能、機能要件以外に関する要件

　1.　　保守体制、教育体制

1-1

1-2

1-3

1-4

1-5

1-6

1-7

1-8

1-9

1-10

機器設置に係る対応(重機等)をはじめ、搬入・据付・配線・調整費の全ての費用を含むこと。

当院が指定する場所に機器の搬入・据付・配線及び調整を行った後、導入機器が正常かつ安定に作
動する状態であるか動作確認を行うこと。

導入日程及び機器の搬入・据付・配線及び調整については、当院担当者と協議し、当院の日常業務
に支障のないよう十分に配慮の上、計画的に行うこと。また、当院施設に損傷を与えないよう十分注
意すること。万が一損傷を与えた場合は、納入業者の責任と負担において現状回復を行うこと。

装置の現場内設置から使用開始までの養生管理、またはそれに伴う保険等は納入業者の負担で行
うこと。

その他不明な点は担当者の指示に従うものとする。

入札以降、納入までの間に新機種開発によりモデルチェンジまたは機能増強され、当院が把握して
いた機能や設置条件等に変更が生じた場合は、当院と協議し最新の製品を納入すること。

納入後の故障等に対しては、迅速な修復が可能な体制を有すること。

納入後一定期間は、機器稼動時に技術者を派遣立会いさせ、機器の稼動性能を確認するとともに病
院医療職の使用操作に対し随時指導することとし、その期間は状況により、病院担当者と協議するこ
と。

無償保証期間は、納入検査完了日から1年間とする。

無償保証期間中における定期点検費・人件費・作業費・出張費・修理部品費・定期交換部品費等、全
ての費用を無償とすること。ただし、消耗品や事務用品を除くものとする。

入札以降、納入までの間に新機種開発によりモデルチェンジまたは機能増強され、当院が把握して
いた機能や設置条件等に変更が生じる可能性がある場合、速やかにその事由を当院に報告し、当
院との協議に応じること。

調達物品に関する取り扱い説明書を3部提出すること。

障害発生時に当院からの電話連絡が直ぐに受け付けられる体制が整っていること。

機器取扱に関しては、担当する職員等が技術を習得するまで十分教育訓練を行うこと。
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